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新型コロナウイルス感染症対策 

４月２０日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第１２回）開催結果 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 

 



４月２０日開催津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１２回） 

開催結果 

１ 決定事項 

（１）久居アルスプラザのオープンの延期等について（文化振興担当） 

   政府から全ての都道府県に対し「緊急事態宣言」が発出されるなど、今

後１～２カ月で感染症の拡大が終息することは見込めない状況であるこ

と、また、昨年６月から施設予約を開始し、ときの風ホール及びギャラリ

ー、アートスペースなどの利用予約を既に頂いているとともに、舞台開き

などで発表いただく方々の練習環境も確保し難い状況であることから、こ

のような現状を踏まえ、久居アルスプラザのオープンの延期等の対応を行

うこととします。 

   まず、竣工式・内覧会は中止とし、１０月１日（木）をグランドオープ

ン日とします。９月末にグランドオープニングセレモニーを開催し、新型

コロナウイルス感染症に係る状況を踏まえたグランドオープンの判断は１

カ月前までに行い、オープンできないと判断した場合は、セレモニーも含

めて３カ月後に順次延期することとします。 

   また、ピアノ開きコンサート・アルスプラザ祝祭合唱団の発表及び市内

文化芸術活動団体の舞台公演並びに地域アーティストの演奏会は、来年６

月での開催に向けて調整します。 

   なお、高嶋ちさ子氏のコンサートは、延期または中止とします。 

   さらに、６月６日（土）からグランドオープンの前日まではプレオープ

ン期間とし、既にこの期間における施設利用の予約をいただいている方々

については、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から次のとおり対

応することとします。 

・ 利用を中止される場合は、既に納めていただいている使用料金は全

額返金します。 

・ 利用を延期される場合は、通常１２カ月後までの日程の中での振替

となるところ、今回は来年６月から９月までの間で指定管理者の自主

事業や津市の主催・共催事業等で利用する日程以外の中での希望日を

５月１２日（火）までに伺い、重なった日程については抽選を行い、

優先的に振り替えていただくこととします。 

・ 国等から示されている参加人数の制限や密閉・密集・密接の三つの

密を避けるなどの感染拡大防止策を実施の上、施設を利用していただ



くこととします。 

・ プレオープン期間の利用に係る新規予約の受け付けは中止し、共用

スペースは新型コロナウイルス感染拡大対策の下、ご利用いただき、

カフェについては、グランドオープンに合わせて開店することとしま

す。 

（２）学校の臨時休業に伴う給食中止による食材の対応について（教育委員

会） 

   学校給食食材販売会は、４月１５日（水）に津市モーターボート競走場

で開催しましたが、翌１６日（木）三重県に緊急事態宣言が発令され、ま

た、市主催イベントの開催判断の考え方が見直されたことから、４月２２

日（水）及び２４日（金）に予定していました学校給食食材販売会は中止

とします。 

   なお、当販売会の趣旨が食品ロスを防ぐことを目的とし、日常生活で使

用する食材であることから、「道の駅津かわげ」（津市河芸町三行２５５

番地４）に協力を得て、４月２２日（水）及び２４日（金）に同道の駅で

販売していただくこととします。 

   ※ 販売時間は、午前１０時から午後６時までとします。 

   ※ 販売予定の食材は、次表のとおりです。 

品   種 価   格 ２２日 ２４日 

じゃがいも（ﾒｲｸｲｰﾝ） １袋６個入り 200 円 約 140 袋 約 20 袋 

にんじん １袋４本入り 200 円 約 200 袋 約 200 袋 

玉ねぎ １袋３個入り 100 円 約 420 袋 約 160 袋 

きゅうり １袋３本入り 100 円 約 100 袋 約 100 袋 

小松菜 １袋２束入り 100 円 約 250 袋 約 250 袋 

ねぎ １袋２束入り 100 円 約 70 袋 約 70 袋 

 

（３）津市児童発達支援センター「つぅぽっぽ」について（こども政策担当） 

   津市児童発達支援センター「つぅぽっぽ」については、新型インフルエ

ンザ等感染症対策特別措置法における緊急事態宣言時においても休止を要

請しない社会福祉施設等にあたる児童福祉施設であり、感染の予防に留意

した上で、原則として開所となっています。 

当該施設においては、４月１７日（金）に三重県が発表した新型コロナ

ウイルス感染症情報の第２９例目及び第３０例目の未就学児のうち、お１



人については、「つぅぽっぽ」の利用者でありましたが、４月１０日

（金）を最後に利用はなく、その後、４月１４日（火）に発熱の症状が認

められているところです。 

三重県における新型コロナウイルス感染が判明した場合の今後の対応に

ついては、「濃厚接触者については保健所が調査し、ＰＣＲ検査を実施す

るとともに、健康観察を行います。」となっていますが、当感染情報の発

表後、現在も県保健所によるつぅぽっぽに対する接触者調査の連絡はない

状況であります。 

これらの状況から国立感染症研究所が示す新型コロナウイルス感染症患

者に対する積極的疫学調査実施要領による「濃厚接触者については、患者

が発病した日以降に接触した者」としていることも踏まえ、引き続き県保

健所の指導、情報には注視しつつ、つぅぽっぽの臨時休館の期間につきま

しては、新型コロナウイルス感染症対策本部決定の「新型コロナウイルス

感染症対策の基本的対処方針」においての、「世界保健機構（ＷＨＯ）に

よると、現時点において潜伏期間は１－１４日（一般的には約５日）とさ

れており、また、厚生労働省では、これまでの新型コロナウイルス感染症

の情報なども踏まえて、濃厚接触者については１４日間にわたり健康状態

を観察することとしている。」となっていることから、当該利用者の最終

の利用日の４月１０日（金）から起算して１４日間となる、４月２３日

（木）までと考えられます。 

しかしながら、利用者の安全と感染拡大防止に万全を期すとともに利用

者の方々のサービス利用調整等をはじめ休館中の消毒後による館内整理

等、再開のための準備も必要となることから、４月２４日（金）に、職員

を復帰させ、利用再開については４月２７日（月）を設定したいと考えて

います。 

 今後は、当該施設の消毒については、県保健所の指導のもと、早急に行

い、また、利用者に向けては電話相談窓口において、利用者の皆様のご相

談を丁寧にお伺いするとともに、こども支援課の担当者からサービス利用

休止中におけるご家庭でのお子様のご様子や健康状態等の把握を行い、県

保健所とも連携を図りながら適切に対応を行ってまいります。 

 

２ 報告事項 

（１）新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージについて報告（危機



管理部） 

   ４月１８日、市長が市民の皆様に向けて、市ホームページに掲載すると

ともに、４月２１日より市ケーブルテレビでメッセージを発信します。 

（２）施設使用料の還付対象期間の再延長について報告（総務部） 

   新型コロナウイルス感染症の拡大防止を理由に、施設の使用を取り消さ

れた場合の使用料や利用料金は、２月２０日（木）から５月１０日（日）

までの期間を対象に、使用料等の全額を還付しています。 

   このような中、４月１６日には、緊急事態宣言が全ての都道府県へ拡大

されるなど、引き続き、一層の感染拡大の防止に向けた対応が必要となっ

ています。 

   これらのことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を

理由に、施設の使用を取り消された場合の使用料について、その還付の対

象期間を、再度、９月３０日（水）まで、延長することとします。 

   還付対象期間の再延長につきましては、市ホームページへ登載するとと

もに、各施設の所管部局において、利用者の皆様へ迅速に周知し、的確か

つ丁寧に説明するよう対応します。 

（３）津市立小・中・義務教育学校及び幼稚園並びに津市立幼保連携型認定こ

ども園（１号認定子ども）の臨時休業中の登校日（授業日）及び登園日の

取り止めについて報告（教育委員会） 

   ４月１６日（木）に国が新型コロナウイルス感染症に伴う「緊急事態宣

言」を全ての都道府県に拡大したことや三重県での感染状況を踏まえ、津

市立小・中・義務教育学校及び幼稚園並びに津市立幼保連携型認定こども

園（１号認定子ども）については４月１５日（水）から５月６日（水）ま

での臨時休業期間中に予定していた登校日（授業日）及び登園日を取り止

めることとします。 

（４）津市新型コロナウイルス感染症市民生活相談案内窓口等の相談状況につ

いて報告（危機管理部） 

   ４月９日に開設しました、「津市新型コロナウイルス感染症市民生活相

談案内窓口」の相談状況は、４月１７日までの土・日曜日を除く７日間で

３５２件の相談がありました。 

   主な相談内容は、国の給付金等に関する相談が２１７件で、約６０％を

占めています。 

   また、当案内窓口で完結した相談が３００件、専門的な対応が必要とし



て担当部局につないだ相談が５２件でした。 

   これ以外に、３月２５日に設置した「事業者向け相談窓口」では、４月

１７日までに３５７件の相談を受け付けました。 

 



 

以下会議資料 

津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１２回） 

 

 

令和２年４月２０日（月）  

 午前１０時～        

本庁舎８階 大会議室Ａ   

 

 

１ 三重県津保健所管内における４月１８日以降の感染症患者の発生及び続報

について報告（健康医療担当） 

 

 

２ 協議事項 

（１）久居アルスプラザのオープンの延期等について協議（文化振興担当） 

（２）学校の臨時休業に伴う給食中止による食材の対応について協議（教育委

員会） 

（３）津市児童発達支援センター「つぅぽっぽ」について協議（こども政策担

当） 

 

 

３ 報告事項 

（１）新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージの発信について報告

（危機管理部） 

（２）施設使用料の還付対象期間の再延長について報告（総務部） 

（３）津市立小・中・義務教育学校及び幼稚園並びに津市立幼保連携型認定こ

ども園（１号認定子ども）の臨時休業中の登校日（授業日）及び登園日の

取り止めについて報告（教育委員会） 

（４）津市新型コロナウイルス感染症市民生活相談案内窓口等の相談状況につ

いて報告（危機管理部） 

 

 

４ その他 
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